
９／２７（水）の発表

 
報道発表資料の配付日時　９月27日（水） 15時00分　 

  
発 表 項 目 　令和５年度（2023年度）学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣　
（行事名） 　表彰）の被表彰者等について 

記者レクの （実施日時） 発 表 者  
  　 月  日（ ）   時～ 
お 知 ら せ 発表場所  

 　文部科学省から、令和５年度（2023年度）学校保健及び学校安全表彰
 （文部科学大臣表彰）の被表彰者等が次のとおり決定・発表されました
 ので、お知らせします。 
 記 

  
 １  令和５年度（2023年度）学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣
 表彰）被表彰者等 

    
 　(1) 学校保健関係（学校医２名、学校歯科医３名、学校薬剤師１名、校長１名） 
 　　・菊地　浩一（きくち　こういち）  旭川市立緑新小学校 学校医 
概　　　要 　　・行木　紘一（なめき　こういち）  北海道弟子屈高等学校 学校医 

　　・金子　光則（かねこ　みつのり）  室蘭市立翔陽中学校 学校歯科医 
　　・藤川　隆義（ふじかわ　たかよし）  北広島市立緑陽中学校 学校歯科医 
　　・小島　　健（こ じ ま 　 た け し）  札幌市立平岡公園小学校 学校歯科医 
　　・佐藤　英二（さ と う 　 え い じ）  室蘭市立星蘭中学校 学校薬剤師 
    ・堀江　　仁（ほ り え 　 ひ と し）  札幌市立北野台小学校 校　長

   
 　(2) 学校安全関係（学校１校）

　　・北海道標津高等学校 
 
２　表彰式 
  　10月26日に兵庫県神戸市で開催される「令和５年度（2023年度）全 

 　国学校保健・安全研究大会」で実施される予定です。
 
３　その他 
    本表彰は、学校保健及び学校安全の普及と向上に尽力し、多大の成 
　果をあげた個人・学校等を文部科学大臣が表彰するものです。 

  
 参　　　考  文部科学省において、９月27日（水）14時00分に発表されています。

報道（取材）
に当たって
の お 願 い

  【学校保健関係】
  担     当 教育庁学校教育局健康・体育課　企画・調整係　西野（内線35-661）

  
 （連絡先） 【学校安全関係】

教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課　学校安全係　水口（内線35-656）
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別記 

 

１　文部科学大臣表彰（学校保健関係）被表彰者 

職・氏名・年齢 学校医等勤務年数 功績の概要 表彰の有無

学校医 旭川市立緑新小学 　長年にわたり開業医（小児科医）として地域医療 平成21年 

 校 の発展向上に努めるとともに、平成元年４月から今 北海道学校保健 

  日までの34年間、旭川市立緑新小学校学校医として 功労者表彰 

菊地　浩一 34年 0月 児童の健康管理に尽力した。  
きく ち　こうい ち

（76歳）  　また、健康教育や健康相談、インフルエンザや新  

   型コロナウイルス感染症などの予防や発生の際、専

門的な立場から適確な指導・助言を行い、学校保健

の向上に多大な貢献をした。

学校医 北海道弟子屈高等 　平成５年から今日までの30年間、弟子屈町内の全 令和４年 

 学校 小・中・高等学校の学校医を務め、児童生徒の保健 北海道学校保健 

  管理及び指導に尽力しているほか、健康管理医とし 功労者表彰 

行木　紘一 30年 0月 ても永年勤務し、教職員の健康管理に対する取組も 他１件 
なめ き　こうい ち

（81歳）  行ってきた。　  

   　また、永年にわたり開業医として地域医療に取り

組んでおり、外来、在宅、連携交流を柱に地域医療

ニーズに応えた活動をするなど、その功績は誠に顕

著である。

学校歯科医 室蘭市立翔陽中学 　昭和50年４月から48年にわたり室蘭市内の小・中 平成12年 

 校 学校の学校歯科医として、児童生徒の定期歯科検診 北海道学校保健 

  はもとより、日常の口腔衛生思想の普及に向けた個 功労者表彰 

金子　光則 48年 0月 人指導及び集団指導に積極的に取り組み、児童生徒 他１件 
かね こ　みつの り

（74歳）  の口腔衛生活動に多大な貢献をした。  

   　また、室蘭市における保健事業において１歳６か

   月児健診・３歳児健診・フッ素塗布事業等の健診事

業、祝日の救急歯科医療を実施するほか、市民対象

の健康教室において講師を務めるなど、広く市民に

対する口腔意識向上と健康増進活動に大きく寄与し

た。

学校歯科医 北広島市立緑陽中 　昭和58年４月から今日にわたり、学校歯科医とし 平成19年 

 学校 て生徒の定期歯科健診はもとより、健康教育や食育、 北海道学校保健 

  健康相談等を専門的な立場で指導・助言するなど、 功労者表彰 

藤川　隆義 41年11月 生徒の健康保持増進に尽力し、学校保健の充実に寄  
ふじかわ　たかよし

（66歳） 与した。 

　また、平成18年から平成21年まで北海道歯科医師

会、日本学校歯科医会、北海道学校保健会の要職を

併任し、その知見を養護教諭への講話や学校歯科医

への指導に生かすなど、学校歯科保健の啓発、普及

向上に大きく貢献した。

※年齢及び勤務年数は、推薦基準日（令和５年（2023年）４月１日）現在。
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職・氏名・年齢 学校医等勤務年数 功績の概要 表彰の有無

学校歯科医 札幌市立平岡公園 　平成３年から今日まで札幌市立小学校の学校歯科 令和２年 

 小学校 医として、児童の定期歯科健診はもとより、健康教 北海道学校保健 

  育や食育、健康相談等での専門的な指導・助言など、 功労者表彰 

小島　　健 32年 0月 児童の健康保持増進に幅広く貢献した。  
こ じ ま 　 た け し

（60歳）  　また、平成15年から平成23年まで北海道歯科医師  

    国民健康保険組合理事に就任し、平成21年から平成

   28年まで北海道歯科医師会の理事・常務理事を歴任

するなど、歯科保健の充実に多大な功績を残した。

学校薬剤師 室蘭市立星蘭中学 　長年にわたり勤務薬剤師として地域保健衛生の発 平成27年 

 校 展向上に努めるとともに、平成４年４月から現在に 北海道学校保健 

  至るまで、室蘭市内幼稚園、小・中学校の学校薬剤 功労者表彰 

佐藤　英二 34年 0月 師として、各種環境衛生に係る管理・点検実施のほ
さ と う 　 え い じ

（60歳） か、指導・助言を通して学校保健衛生の向上を図り、

 児童生徒の健康維持に尽力した。

　平成８年から室蘭市学校薬剤師会理事、平成22年

から平成27年まで同会副会長を務めるなど、学校薬

剤師の育成と指導にも貢献しており、その功績は誠

に顕著である。　

校長 札幌市立北野台小 　昭和62年から今日まで教員・学校管理職として北 令和３年 

 学校 海道教育に尽力する傍ら、平成17年より今日まで札 北海道学校保健 

  幌市学校保健会事務局の運営に従事し、広報部長、 功労者表彰

堀江　　仁 36年 0月 事務局次長を歴任した後、現在、事務局長の任に就
ほ り え 　 ひ と し

（58歳） いている。 

　令和３年度指定都市学校保健協議会（相模原大会）

では、その実践力や卓越した識見から、研究発表者

 として実践発表を行った。

　令和４年に同会事務局長就任後は、常に会の前進

と改革を求め、事務局の充実・発展に大きく寄与す

るとともに、同年、札幌市で開催された日本学校保

健会主催「学校環境衛生研修会」では、関係者の連

絡調整にそのリーダーシップを遺憾なく発揮し、大

会運営に尽力するなど、学校保健の推進・向上に多

大な貢献をした。

※年齢及び勤務年数は、推薦基準日（令和５年（2022年）４月１日）現在。 
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２　文部科学大臣表彰（学校安全関係）被表彰校 

学 校 名 校長名・生徒数 功績の概要 表彰の有無

北海道標津高 校長　 渡 辺　幹夫 　防災教育の充実に向けて、地域や標津町防災部局 令和４年度 
わたな べ みき お

等学校  などの関係機関と連携を図り、町内の全小・中・高 北海道教育実践

71名 等学校の児童生徒や地域全体の防災意識を高めるよ 表彰 

う取り組んでおり、特に、令和２年度には、標津町 他６件 

に特化した標津町オリジナルＨＵＧ（避難所運営ゲ

ーム）を完成させ、町民と取り組むとともに、地域

循環型教育の一環として、生徒が小学校等に出向き、

 防災・減災授業を実施している。

　また、標津町の協力の下、東日本大震災の被災地

である岩手県釜石市への生徒による視察を実施し、

災害時の対策等について、より考えを深めるととも

に町と生徒で意見交換を重ね、緊急時の対応に備え

る取組を行っている。　

※生徒数は、令和５年(2023年）５月１日現在。 

 



学校保健及び学校安全表彰要項 

平成 ７年 

平成 ８年 

平成１３年 

平成１３年 

平成１４年 

平成１５年 

平成１９年 

平成２２年 

平成２７年 

平成２８年 

平成２９年 

平成３０年 

令和 元年 

５月 

５月 

１月 

４月 

４月 

４月 

６月 

６月 

５月 

５月 

５月 

５月 

５月 

 １日 

１０日 

  ６日 

  ５日 

１９日 

２５日 

 ８日 

１８日 

２６日 

３１日 

２４日

１８日 

２４日 

文部大臣裁定 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

一 部 改 正 

 

第１ 趣 旨 

学校保健及び学校安全の普及と向上に尽力し多大の成果をあげた個人、学校及び

団体を文部科学大臣が表彰し、もって学校保健及び学校安全の振興に資する。 

また、学校や通学路における子供の安全を見守る自主的な取組が多くの地域で行

われている現状及びその重要性に鑑み、子供の安心・安全な学校教育活動に貢献す

る優れた活動を行っている団体に学校安全ボランティア活動奨励賞を贈り、もって

学校安全の振興に資する。 

 

第２ 表彰の対象 

表彰の対象は以下のものとする。 

１ 学校保健及び学校安全表彰関係について 

〔個 人〕 

ア 国公私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長（園長、副園長、教頭、

副校長。以下「校長等」という。）、養護教諭及び教諭等 

イ 国公私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の学校医、学校歯科医及び学校

薬剤師 

ウ 学校保健行政等関係者 

〔学 校〕 

  国公私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 

〔団 体〕 



地域別の学校保健関係団体及び学校安全関係団体（市区町村（郡）単位の学

校保健会、医師会(学校医部会等)、学校歯科医会、学校薬剤師会及び交通安全

推進協議会等で自主的かつ組織的な活動を行っている団体をいう。)                               

２ 学校安全ボランティア活動奨励賞関係について 

〔団 体〕 

子供を守るために、通学時の保護・誘導や校内のパトロールをするなどの実

践的なボランティア活動を行っている団体(町内会・自治会、商店街、ボランテ

ィア団体等で自主的かつ組織的な活動を行っている団体をいう。) 

 

第３ 被表彰候補者等の推薦 

 １ 学校保健及び学校安全表彰関係について 

都道府県教育委員会は次に定める推薦数及び基準によって被表彰候補者等の推

薦を行うものとする。その際、私立学校関係については各都道府県知事と連絡協議

を行った上で、各都道府県教育委員会において取りまとめて推薦するものとする。 

なお、被表彰候補者等を推薦するに当たっては、学校保健関係者及び学校安全関

係者による選考のための審査会を設けて審査の上、推薦するものとする。 

（１）推薦数 

都道府県教育委員会は、学校保健関係の個人、学校及び団体並びに、学校安全

関係の個人、学校及び団体の中から、別表に定める数を上限としてそれぞれ選考

し、推薦するものとする。 

    なお、この推薦数は、管下の指定都市に所在する被推薦者等の数を含むもので

ある。 

（２）選考及び推薦の基準 

都道府県教育委員会は、当該都道府県において学校保健又は学校安全の推進に

功績があり、かつ、その成果が学校保健又は学校安全の全国的な水準の向上に貢

献し得ると考えられるものについて、それぞれ次に掲げる要件を考慮して選考し、

推薦を行うものとする。 

なお、「個人」においては、学校保健表彰の推薦に当たっては、既に学校保健の

功労により文部科学大臣表彰を受けたものを除くものとし、学校安全表彰の推薦

に当たっては、既に学校安全の功労により文部科学大臣表彰を受けたものを除く

ものとする。 

また、「学校」及び「団体」においては、学校保健表彰の推薦に当たっては、既

に学校保健の功労により文部科学大臣表彰を受けてから１０年に満たないもの

を除くものとし、学校安全表彰の推薦に当たっては、学校安全の功労により文部

科学大臣表彰を受けてから１０年に満たないものを除くものとする。 

① 学校保健表彰関係について 

〔個 人〕 

ア 校長等、養護教諭及び教諭等 



次に掲げる（ア）、（イ）及び（ウ）又は（エ）の要件を満たしているこ

と。 

（ア）概ね３０年以上の校長又は教員としての経験（教育関係機関の職

員としての経験を含む。）を有する者であり、かつ、学校保健関係機

関・団体の役員又は教育関係機関の職員としてあわせておおむね１

０年以上にわたって学校保健の推進に務め、功績があること。 

（イ）全国的な大会、研修会等において研究発表、指導助言等を行うな

ど学校保健の全国的な水準の向上に寄与していること。 

（ウ）原則として、各都道府県又は学校の設置者（各都道府県において

表彰の対象となっていない場合に限る。以下同じ。）において学校保

健、教育功労等の学校教育関連の表彰を受けていること。 

（エ）（ア）、（イ）及び（ウ）の要件を満たす者と同等又はそれ以上の功

績があると認められること。 

イ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 

次に掲げる（ア）及び（イ）又は（ウ）の要件を満たしていること。 

（ア）おおむね２０年以上の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として

の経験を有する者であり、かつ、学校保健の推進に務め、功績があ

ること。 

（イ）原則として、各都道府県又は学校の設置者において学校保健、教

育功労等の学校教育関連の表彰を受けていること。 

（ウ）（ア）及び（イ）の要件を満たす者と同等又はそれ以上の業績があ

ると認められること。 

ウ 学校保健行政等関係者 

次に掲げる（ア）、（イ）及び（ウ）又は（エ）の要件を満たしているこ

と。 

（ア）学校保健関係機関・団体の役員等として、学校保健の推進に務め、

功績があること。 

（イ）全国的な大会、研修会等において講義、研究発表、指導助言等を

行うなど学校保健の全国的な水準の向上に寄与していること。 

（ウ）原則として、各都道府県又は学校の設置者において学校保健、教

育功労等の学校教育関連の表彰を受けていること。 

（エ）（ア）、（イ）及び（ウ）の要件を満たす者と同等又はそれ以上の功

績があると認められること。 

〔学 校〕 

次に掲げる（ア）、（イ）、（ウ）及び（エ）の要件を満たしていること。 

（ア）関係法令等に基づき、保健教育及び保健管理が計画的かつ組織的に実

践されていること。 

（イ）学校保健活動に関して家庭、地域及び学校保健関係機関・団体との密



接な連携が行われ、成果をあげていること。 

（ウ）学校保健活動に関して創意工夫し、特色ある実践を行っていること。 

（エ）原則として、各都道府県又は学校の設置者において学校保健関連の表

彰を受けているか、又はそれと同等若しくはそれ以上の功績があると認

められること。 

〔団 体〕 

次に掲げる（ア）、（イ）及び（ウ）の要件を満たしていること。 

（ア）おおむね２０年以上にわたり、積極的に保健教育の推進に務め、各都

道府県において学校保健の推進に功績があること。 

（イ）都道府県又は全国的な大会、研修会等において研究発表、指導助言等

を積極的に行うなど学校保健の全国的な水準の向上に寄与しているこ

と。 

（ウ）原則として、各都道府県又は学校の設置者において学校保健関連の表

彰を受けているか、又はそれと同等若しくはそれ以上の功績があると認

められること。 

② 学校安全表彰関係について 

〔個 人〕 

ア 校長（園長）及び教員 

次に掲げる（ア）、（イ）及び（ウ）又は（エ）の要件を満たしているこ

と。 

（ア）おおむね３０年以上の校長又は教員としての経験（教育関係機関

の職員としての経験を含む。）を有する者であり、かつ、学校安全関

係機関・団体の役員又は教育関係機関の職員としてあわせておおむ

ね１０年以上にわたって学校安全の推進に務め、功績があること。 

（イ）都道府県又は全国的な大会、研修会等において研究発表、指導助

言等を行うなど学校安全の全国的な水準の向上に寄与しているこ

と。 

（ウ）原則として、各都道府県又は学校の設置者において学校安全、教

育功労等の学校教育関連の表彰を受けていること。 

（エ）（ア）、（イ）及び（ウ）の要件を満たす者と同等又はそれ以上の功

績があると認められること。 

イ 上記以外の者 

アの要件に準じた功績等があること。 

〔学 校〕 

次に掲げる（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）及び（オ）の要件を満たしていること。 

（ア）関係法令等に基づき、安全教育及び安全管理が計画的かつ組織的に実

践されていること。 

（イ）学校安全活動に関して家庭、地域及び学校安全関係機関・団体との密



接な連携が行われ、成果をあげていること。 

（ウ）学校安全活動に関して周辺地域や他団体の模範となるような取組を実

施しているなど、創意工夫し、特色ある実践を行っていること。 

（エ）原則として、例えば、各都道府県において学校安全関連の表彰を受け

ているか、又は各都道府県における学校安全の普及啓発について貢献が

あり、その成果が継続されていること。 

（オ）推薦を行う年度の前年度以前５年間及び推薦までの間において、学校

管理下での幼児、児童及び生徒等の死亡事故等重大な事故が発生してい

ないこと。 

〔団 体〕 

次に掲げる（ア）、（イ）及び（ウ）の要件を満たしていること。 

（ア）おおむね２０年以上にわたり、積極的に安全教育の推進に務め、各都

道府県において学校安全の推進に功績があること。 

（イ）都道府県又は全国的な大会、研修会等において研究発表、指導助言等

を積極的に行うなど学校安全の全国的な水準の向上に寄与しているこ

と。 

（ウ）原則として、各都道府県又は学校の設置者において学校安全関連の表

彰を受けているか、又はそれと同等若しくはそれ以上の功績があると認

められること。 

 

２ 学校安全ボランティア活動奨励賞関係について 

都道府県教育委員会は次に定める推薦数及び基準によって受賞候補者の推薦を

行うものとする。 

なお、受賞候補者を推薦するに当たっては、学校安全関係者による選考のための

審査会を設けて審査の上、推薦するものとする。 

（１）推薦数 

都道府県教育委員会は、学校安全ボランティア活動奨励賞関係の団体の中から、

別表に定める数の団体をそれぞれ選考し、推薦するものとする。 

（２）選考及び推薦の基準 

都道府県教育委員会は、当該都道府県において学校安全ボランティア活動が他

の規範となる活動と認められる団体について、それぞれ次に掲げる要件を考慮し

て選考し、推薦を行うものとする。 

〔団 体〕 

次に掲げる（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）及び（カ）又は（オ）及び（カ）の要件

を満たしていること。 

（ア）おおむね１０年以上にわたり、積極的に通学時の保護・誘導や校内パト

ロールをするなどの実践的なボランティア活動を実施し子どもの安全・安

心な学校教育活動に貢献する優れた活動を行っていること。 



（イ）学校安全活動に関して家庭、地域及び学校安全関係機関・団体との密接

な連携が行われ、成果をあげていること。 

（ウ）都道府県規模程度の研究大会、研修会等において事例として発表される

等、学校安全に係る活動が広く紹介され、他団体等に影響を与えているこ

と。 

（エ）学校安全活動が継続されており、今後においても参加人数の増加等の取

組の充実が考えられる団体であると認められること。 

（オ）（ア）、（イ）、（ウ）及び（エ）の要件を満たす団体と同等又はそれ以上の

功績があると認められること。 

（カ）推薦を行う年度の前年度以前５年間及び推薦までの間において、当該団

体の活動中における幼児、児童及び生徒等の死亡事故等重大な事故が発生

していないこと。 

 

３ 国立大学法人からの推薦について 

国立大学法人は、上記の「１の（２）」及び「２の（２）」の「選考及び推薦の基

準」の要件を満たしているものを推薦するに当たっては、当該国立大学法人におい

て審査の上、推薦するものとする。 

また、学校保健表彰、学校安全表彰及び学校安全ボランティア活動奨励賞の推薦

数は、それぞれ１とする。 

 

第４ 推薦書等の提出 

都道府県教育委員会及び国立大学法人は、被表彰候補者等の推薦に当たっては、

それぞれの候補者等について以下に掲げる書類を作成し、文部科学省総合教育政策

局長又は文部科学省初等中等教育局長に提出するものとする。 

１ 個 人 

（１）別紙様式１の「学校保健及び学校安全表彰推薦書」（２部） 

（２）別紙様式４の「履歴書」（２部） 

２ 学 校 

（１）別紙様式２の「学校保健及び学校安全表彰推薦書」（２部） 

（２）当該学校が学校保健又は学校安全の推進に積極的に取り組んだ経過をまとめ

た資料（１部） 

（３）別紙様式５の「功績調書」（２部）（学校安全表彰関係のみ） 

３ 団 体（学校保健及び学校安全表彰） 

別紙様式２の「学校保健及び学校安全表彰推薦書」（２部） 

４ 団 体（学校安全ボランティア活動奨励賞） 

別紙様式３の「学校安全ボランティア活動奨励賞推薦書」（２部） 

 ５ その他審査に必要な書類 

 



第５ 被表彰者等の審査及び決定 

文部科学大臣は、都道府県教育委員会及び国立大学法人の推薦するもの及びこれ

らのものと同等の功績があると認められるものについて、学識経験者の意見を聴い

て審査を行い、被表彰者等を決定する。 

 

第６ 表彰の方法 

表彰は、当該年度に開催される全国学校保健・安全研究大会等において、文部科

学大臣の表彰状を授与して行う。 

 

第７ その他 

文部科学省は、この要項に基づいて学校安全関係で表彰された学校のうちから、

翌年度の「国民安全の日」の内閣総理大臣表彰候補校を推薦するものとする。 

 

附 則 

この裁定は、平成 31年 4月 1日から実施し、令和元年度における表彰から適用する。 

 

 

別表 

 

学校保健及び学校安全表彰の推薦数 

 

 
学校保健表彰 学校安全表彰 

学校安全ボランティア

活動奨励賞 

東京都 ９ ３ ９ 

北海道及び大阪府 ７ ２ ３ 

埼玉県、千葉県、神奈川

県、愛知県及び兵庫県 
６ ２ ３ 

宮城県、福島県、茨城

県、新潟県、静岡県、岡

山県、広島県、福岡県及

び鹿児島県 

５ ２ ３ 

上記以外の県 ４ １ ３ 

 
備 考 

１ 推薦に当たっては、特定の対象者・団体等に偏ることなく推薦すること。また、

学校保健表彰について上記に定める上限人数を推薦する場合、学校医、学校歯科医

及び学校薬剤師以外のものを１以上含むものとする。 

２ 指定都市を含む道府県の学校安全ボランティア活動奨励賞に関する推薦数につ



いては、別表に定めるほか、当該道府県内の指定都市１につき、３を加算した数と

する。 


